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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

救急患者応需係数は、イにより算出した病床当たり年間救急搬送受入件数に、0.005 を乗じ

た数として算出し、救急患者応需係数の上限は１割とする。

「病床当たり年間救急搬送受入件数」とは、当該保険医療機関全体における直近１年間の

救急搬送受入件数（以下「全救急搬送受入件数」という。）に、直近１年間における救急搬

送により当該保険医療機関に入院した患者（救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入

院した患者に限る。）のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した

患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して

得た数をいう。
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最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。

入院基本料等の施設基準等

（1）

（3）

ア

イ

「救急搬送受入件数」は、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者

を受け入れた件数をいう。

前項に規定する救急患者応需係数は、当該病棟における病床当たり年間救急搬送受入件数に応

じ、アからウまでに定めるところにより算出する。

急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、７対１入院基本料、10 対１入院基本料及び

地域一般入院基本料（地域一般入院料１に限る。）に係る重症度、医療・看護必要度については、次の

点に留意する。

～（2）（略）

（略）

病院の入院基本料等に関する施設基準

（略）


